
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた
オンライン診療について

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
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新型コロナウイルスの感染拡大に対する
現在の対応状況
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○ 令和２年２月28日に事務連絡を発出し、新型コロナウイルスの流行を踏まえた措置として以下の取扱いを可能とした。
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、

・ かかりつけ医等の判断で、電話等を用いて診療し、処方箋情報をファクシミリ等により薬局に送付
・ 薬局において、その処方箋情報に基づき調剤し、電話等により服薬指導
・ 上記の診療や服薬指導等について電話等により再診料や処方箋料、服薬指導に係る報酬等を算定
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定期受診患者
②電話等再診

④電話等により服薬指導
⑤郵送等により薬を送付

定期受診患者
かかりつけ医等

①初診（対面）

平
時 ②オンライン診療

⑤服薬指導（対面）
⑥薬の授受

慢性疾患を有する定期受診患者に対する対面によらない診療・処方

④処方箋を薬局に持参

※オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成30年３月策定）・平成30年度診療報酬改定

①初診（対面）

③FAX等で処方箋情報を送付

診療計画

診療計画

※診療計画の作成は不要

：電話・オンライン等
：対面

慢性疾患を有する定期受診患者に対する電話等による処方（２月28日事務連絡）

③処方箋を患者宅に郵送

薬局

薬局



新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の更なる活用について新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の更なる活用について

② 軽度の発熱、上気道症状、腹痛、
頭痛等について、対症療法として解熱
剤等の薬を処方

① 継続した発熱等、新型コロナウイル
スへの感染を疑う患者の治療

新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療（診
断、治療等）を電話やオンラインで行うことは、下記の
理由等により、感染の拡大や重症化により致死率が高
くなるリスクがあり困難。
・適切な検査（PCR検査等）が困難であり、
正確な診断ができない。

・視診と問診のみによる重症度の評価は困難。
・他疾患（喘息や他の感染症等）を見逃すリスク
が高い。

③ 既に診断され、治療中の慢性疾患
を有する患者の血圧上昇等の症状の
変化への対応

感染のリスクに鑑み、かかりつけ医等の判断で、既に診
断され治療中の疾患の症状の変化については、診療
計画を変更した上で、電話やオンライン診療による薬剤
の処方を可能とする。

【オンライン診療に関する論点ごとの検討会(*)等における検討結果】

④ 地域によっては、帰国者接触者相
談センター・外来へのアクセスが過多で
ある場合があり支援が必要。

⑤ 新型コロナウイルス感染症のまん延
期においては、重症者への医療を確
保する必要がある。

帰国者・接触者相談センターを委託された場合等におい
て、かかりつけ医等が、電話による相談やオンライン受
診勧奨を行う。

感染が拡大した場合において、新型コロナウイルス陽性
の無症候・軽症患者に対し、対面診療による診断後、
在宅での療養が必要な期間中、電話による相談やオン
ライン診療等を用いて在宅での経過観察を行う。

×

* 第8回「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」（令和２年3月11日開催） 対応

検討会での検討結果を踏まえて、令和２年３月19日に事務連絡を発出し、
上記③～⑤について、新型コロナウイルスの流行を踏まえた措置として実施できることとした。

○

○

○
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新型コロナウイルス感染症患者の相談・受診・治療等におけるオンライン診療の位置付け新型コロナウイルス感染症患者の相談・受診・治療等におけるオンライン診療の位置付け
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患者

帰国者・接触者外来

帰国者・接触者相談センター

相談

受診

受診

かかりつけ医・一般の医療機関

医師や患者が相談

紹介・受診

順次拡大

電話相談・オンライン受診勧奨

入院

感染症病床/一般病床

（今後、都道府県の判断で無症状/軽症
の患者は自宅療養が可能となった場合）

自宅等での療養

電話やオンラインによる
自宅療養中の経過観察・処方

PCR陽性PCR陰性



本検討会における検討事項
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② 軽度の発熱、上気道症状、腹痛、
頭痛等について、対症療法として解熱
剤等の薬を処方

新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえたオンライン診療の活用について新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえたオンライン診療の活用について

① 継続した発熱等、新型コロナウイル
スへの感染を疑う患者の治療

新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療（診
断、治療等）を電話やオンラインで行うことは、下記の
理由等により、感染の拡大や重症化により致死率が高
くなるリスクがあり困難。
・適切な検査（PCR検査等）が困難であり、
正確な診断ができない。

・視診と問診のみによる重症度の評価は困難。
・他疾患（喘息や他の感染症等）を見逃すリスク
が高い。

③ 既に診断され、治療中の慢性疾患
を有する患者の血圧上昇等の症状の
変化への対応

感染のリスクに鑑み、かかりつけ医等の判断で、既に診
断され治療中の疾患の症状の変化については、診療
計画を変更した上で、電話やオンライン診療による薬剤
の処方を可能とする。

④ 地域によっては、帰国者接触者相
談センター・外来へのアクセスが過多で
ある場合があり支援が必要。

⑤ 新型コロナウイルス感染症のまん延
期においては、重症者への医療を確
保する必要がある。

かかりつけ医等が、電話による相談やオンライン受診勧
奨を行う。（帰国者・接触者相談センターの業務委託
を受けて行うことも可能。）

感染が拡大した場合において、新型コロナウイルス陽性
の無症候・軽症患者に対し、対面診療による診断後、
在宅での療養が必要な期間中、電話による相談やオン
ライン診療等を用いて在宅での経過観察を行う。

×

○

○

○

現在の流行状況を踏まえて、①②について再度検討する。
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医学的に電話やオンラインでの診断が可能であ
ると医師が判断した範囲で、診断・処方を認める
ことについてどう考えるか

② 軽度の発熱、上気道症状、腹
痛、頭痛等について、対症療法とし
て解熱剤等の薬を処方

新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の更なる活用について新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の更なる活用について

ケース１ 既に診断され、治療中の
慢性疾患で定期受診中の患者
に対し、新たに別の症状について
の診療・処方を行う場合

ケース２ 過去に受診履歴のある
患者に対し、新たに生じた症状に
ついての診療・処方を行う場合

〇 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大、簡便な診断キットや治療薬がない状況、感染防止に伴い生じる
医療アクセスの困難さ、患者や国民の感染への不安の増大等、平時ではない状況を踏まえ、時限的な措置と
して、新たな症状への対応をオンライン診療で行うことを下記のように検討してはどうか。

○ なお、通常時の取り扱いについては、引き続き初診対面を原則とし、その例外については今般の対応につ
いても検証し、感染の収束後に改めて検討を行うこととする。

かかりつけ医等が行う場合には、医師患者関係が醸成されており、基礎疾患が
把握されていること等によりリスクが異なることから下記の通り場合分けをして検
討することとしてはどうか。

① 継続した発熱等、新型コロナウイ
ルスへの感染を疑う患者の治療

ケース４ 過去に受診履歴のない
患者に対し、かかりつけ医等から
の情報提供を受けて、新たに生
じた症状についての診断・処方を
行う場合

検討の視点

既に診察したことのある医師が、医学的に電話や
オンラインでの診断が可能であると判断した範囲
で、診療・処方を認めることをどう考えるか

過去の受診履歴の時点等について考慮した上
で、既に診察したことのある医師が、医学的に電
話やオンラインでの診断が可能であると判断した
範囲で、診療・処方を認めることをどう考えるか

既に診察したのことのある医師から情報提供を
受けた医師が、医学的に電話やオンラインでの診
断が可能であると判断した範囲で、診療・処方を
認めることをどう考えるか 14

ケース３ 過去に受診履歴のない
患者に対して診療を行う場合

主にP15～
P17 で議論

主にP18～
P20 で議論


